
多額のバラマキにつながる条例に反対！ 

  

 

 

 

 

 

豊中市民の皆様、私たちは豊中市議会の議員グループ「未来とよなか」です。 

現在、豊中市議会では、豊中市地域自治推進条例制定の是非が議論されています。 

この条例には地域自治組織の仕組みづくりを支援し地域自治を発展させるという目的があります。 

しかし、この条例には次のような欠陥があり、私たちは現在の条例案には反対です。 
 

① 新たなバラマキに年間最大１億円超！！ 

  認定された地域自治組織には一組織当たり年間最大３００万円の「交付金」が支払われます。 

  なお、『地域自治組織』は原則として小学校区を予定しており、市には４１小学校があります。 
 

未来とよなかは、多額のバラマキにつながる条例に反対です！！ 
 

② 役所が地域自治組織を自由にコントロールできる！？ 
  地域自治組織の認定や助成に関して条例上明確で客観的な基準が定められていません。 

   また、第三者の審査が全く入りません。組織の認定や助成の審査をすべて市が行うことになり、 

   役所に都合のよい運用がされる危険があります。 
 

 

③ 一部の市民で地域の意思を決定できる！？ 

  地域自治組織は実際には一部の少数の人たちで運営でき、組織での決定が本当に地域全体の    

   意思と言えるのか疑問です。 
 

このままでは３月２３日の本会議で条例は可決されてしまいます。 
   地域自治推進条例について疑問をお持ちの方は豊中市市民協働部コミュニティ政策室に        

   直接電話して質問してください。電話は（代表）06-6858-2525 です。 

     豊中市民の皆様へ 
           

 

発行  豊中市議会会派 未来とよなか  
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